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（敬称略・順不同） 

資料１ 



丹波篠山市立城東保育園・かやのみ幼稚園あり方検討委員会設置要綱 

 

 （目的） 

第１条 丹波篠山市立城東保育園・かやのみ幼稚園（以下「城東保育園・かやのみ幼稚園」という。）

を整備するため、丹波篠山市立城東保育園・かやのみ幼稚園あり方検討委員会（以下「検討委員会」

という。）を設置する。 

 

 （審議事項） 

第２条 検討委員会は、次に掲げる事項について審議する。 

  (1) 城東保育園・かやのみ幼稚園の今後のあり方に関すること。 

  (2) その他、目的達成に必要なこと。 

 

 （組織） 

第３条 検討委員会は、委員２０人以内で組織し、丹波篠山市長が委嘱する。 

 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、目的達成までとする。ただし、構成団体において役員改選等があった場合は

その都度協議することとする。 

 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 検討委員会に委員長１人、副委員長２人を置く。 

２ 委員長は丹波篠山市長、副委員長の１人は丹波篠山市教育長をもって充て、もう１人は委員の互

選とする。 

３ 委員長は、会務を総括し、検討委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 

 

 （オブザーバー） 

第６条 委員会に委員を兼ねたオブザーバーを置く。 

２ オブザーバーは、委員長又は委員会の求めに応じて委員会に出席し、意見を述べることができる。 

 

 （会議） 

第７条 検討委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。 

２ 検討委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 検討委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決する

ところによる。 

 

 （意見の聴取等） 

第８条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聞くこ

とができる。 

 

 （事務局） 

第９条 検討委員会の庶務は、丹波篠山市教育委員会こども未来部子育て企画課において処理する。 

 

 （その他） 

第１０条 この要綱に定めのない事項については、別に定めるものとする。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和５年７月２６日から施行する。 

 


